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我
が
国
の
治
安
を
脅
か
す
不
法
入
国
・
不
法
滞
在
事
犯

　

近
年
、
警
察
及
び
海
上
保
安
庁
が
検
挙
し
た
集
団

密
航
事
件
の
件
数
は
、
平
成
九
年
以
降
、
大
幅
な
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
他
方
、
偽
造
旅
券
等
を
使
用

し
た
不
法
入
国
事
件
の
検
挙
件
数
は
、
依
然
と
し
て

高
い
水
準
に
あ
り
、
国
際
空
港
や
港
湾
に
お
け
る
水

際
対
策
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
警
察
は
、
不
法
入
国
や
不
法
残
留

の
事
実
を
隠
ぺ
い
し
て
合
法
滞
在
を
偽
装
し
よ
う
と

す
る
不
法
滞
在
者
に
対
し
旅
券
や
外
国
人
登
録
証
等

の
各
種
身
分
証
明
書
を
偽
造
・
販
売
す
る
偽
造
工
場

を
摘
発
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
代
表
ら

が
介
在
し
た
集
団
密
航
事
件
や
、
犯
罪
収
益
等
を
不

正
送
金
す
る
地
下
銀
行
事
件
等
も
検
挙
し
、
国
内
に

拠
点
を
置
く
外
国
人
犯
罪
組
織
の
拡
大
防
止
に
努
め

て
い
ま
す
。

　

国
内
外
の
犯
罪
組
織
が
連
携
し
た
不
法
入
国
・
不

法
滞
在
事
犯
は
、
そ
の
形
態
や
手
口
の
巧
妙
化
・
多

様
化
が
進
ん
で
お
り
、
更
に
潜
在
化
、
定
着
化
す
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
警
察
と
し
て
は
、

今
後
と
も
厳
正
な
取
締
り
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

【
事
例
】  

　

埼
玉
県
警
察
で
は
、
特
定
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
通
じ

て
査
証
を
取
得
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
が
、
我
が

国
に
上
陸
後
、
所
在
不
明
に
な
る
ケ
ー
ス
が
相
次
い

で
い
る
と
の
通
報
を
受
け
、
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、集
団
密
航
事
件
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
、

一
九
年
四
月
ま
で
に
密
航
者
等
一
八
人
を
逮
捕
す
る

と
と
も
に
、
海
外
に
潜
伏
し
て
い
た
同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
代
表
に
つ
い
て
は
、
国
際
刑
事
警
察
機
構
を
通
じ

て
事
件
通
報
を
行
い
、
同
年
六
月
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

入
国
管
理
局
が
身
柄
を
拘
束
を
し
ま
し
た
。

　

同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
代
表
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性

の
人
権
擁
護
名
目
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
設
立
し
、
そ
の

立
場
を
悪
用
し
て
、
虚
偽
の
申
請
等
に
よ
り
査
証
を

取
得
さ
せ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
約
三
〇
〇
人
を
我

が
国
に
密
入
国
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

女
性
は
入
国
後
、
国
内
各
地
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
パ
ブ
等

１ 

巧
妙
化
・
潜
在
化
す
る
不 

　

  

法
入
国
・
不
法
滞
在
事
犯
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で
ホ
ス
テ
ス
と
し
て
働
い
て
い
ま
し
た
。

を
助
長
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
厳
正
な
取

締
り
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

警
察
と
し
て
は
、
今
後
も
、
関
係
機
関
と
緊
密
に

連
携
し
、
悪
質
な
事
案
に
対
す
る
重
点
的
な
取
締
り

や
退
去
強
制
の
効
率
化
等
の
諸
対
策
を
推
進
し
、
良

好
な
治
安
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
平
穏
か
つ
適
法

に
滞
在
し
て
い
る
外
国
人
に
対
す
る
無
用
の
警
戒
感

を
払
し
ょ
く
す
べ
く
、
不
法
入
国
・
不
法
滞
在
者
対

策
の
的
確
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

【
事
例
】

  

神
奈
川
県
警
察
で
は
、
一
九
年
一
月
、
中
国
人
が

偽
物
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
作
っ
て
販
売
し
て
い
る
と
の

情
報
に
基
づ
き
、
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

千
葉
県
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
所
在
す
る
偽
造
工
場
を

突
き
止
め
、
同
年
五
月
、
同
所
等
関
連
先
を
一
斉
摘

発
す
る
と
と
も
に
、
同
年
七
月
ま
で
に
、
中
国
人
四

人
を
逮
捕
し
ま
し
た
。

　

逮
捕
さ
れ
た
中
国
人
ら
は
、
偽
造
し
て
い

た
旅
券
や
外
国
人
登
録
証
明
書
を
セ
ッ
ト
で

一
万
三
、〇
〇
〇
円
か
ら
二
万
五
、〇
〇
〇
円
で
販
売

し
て
い
ま
し
た
。

　

本
件
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
、
プ
リ
ン
タ
ー
、
偽
造
旅

券
の
表
紙
や
外
国
人
登
録
証
明
書
等
の
ほ
か
、
偽
造

の
素
材
と
し
て
用
意
さ
れ
た
我
が
国
の
査
証
、
運
転

免
許
証
、
各
市
町
村
の
公
印
の
印
影
等
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
媒
体
が
押
収
さ
れ
て
い
ま
す
。  

偽造工場摘発時における押収品（５月、神奈川）

　

我
が
国
の
不
法
滞
在
者
数
は
、
約
二
〇
万
人
と

言
わ
れ
、
依
然
と
し
て
高
い
数
字
で
推
移
し
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
中
で
、
一
五
年
一
二
月
、
犯
罪
対
策

閣
僚
会
議
は
、
外
国
人
犯
罪
の
温
床
と
な
る
不
法
滞

在
者
を
二
〇
年
末
ま
で
に
半
減
さ
せ
る
と
の
目
標
を

定
め
ま
し
た
。
警
察
で
は
、
こ
の
政
府
目
標
の
達
成

の
た
め
、
入
管
法
第
六
五
条
の
活
用
拡
大
、
入
国
管

理
局
と
の
合
同
摘
発
や
集
中
取
締
り
を
積
極
的
に
実

施
し
、
一
九
年
中
は
、
入
管
法
違
反
は
、
七
、七
五
二

件
六
、七
七
一
人
を
検
挙
し
、
そ
の
ほ
か
に
、
入
管

法
第
六
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
六
、二
一
一
人
を

逮
捕
後
に
入
国
警
備
官
に
引
き
渡
し
ま
し
た
。
こ
れ

ら
を
合
わ
せ
る
と
一
三
、九
六
三
件
、
一
二
、九
八
二

人
と
な
り
ま
す
。

　

近
年
、
首
都
圏
及
び
そ
の
近
郊
に
集
中
し
て
い
た

不
法
滞
在
者
が
、
地
方
へ
拡
散
し
潜
在
化
し
て
い
る

と
い
っ
た
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
治
安
悪
化

の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
偽
造
旅

券
の
売
買
や
偽
装
結
婚
を
図
る
外
国
人
は
後
を
絶
た

な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
不
法
滞
在

２ 
不
法
滞
在
者
に
対
す

　

 
る
取
締
り
の
強
化




